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補助金で取得した財産に関する誓約書

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても下記の事項を適正に行い、万一違反したときは、直ちに補助金を返還することを誓約いたします。

記

１．取得財産等については、善良な管理者の注意義務をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ります。
２．取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円（消費税及び地方消費税抜き）以上のものについては、取得財産等管理台帳を備え、管理するとともに、取得財産等管理明細書を作成し、これを実績報告書に添付します。
３. 取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円（消費税及び地方消費税抜き）以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数の期間内に処分（補助金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することをいう。）しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書を貴会に提出し、その承認を受けます。
５．上記処分により収入があり、又はあると見込まれるときは、速やかに貴会に報告し、その収入の全部又は一部の納付命令に応じます。

以上
